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 去る 6 月 25 日、愛媛県松山市において、中国

四国土地改良事業団体連合会協議会総会が開催

され、中国、四国各県水土里ネットの役職員及

び愛媛県、中国四国農政局関係者など 32 名が出

席した。 

 総会は、水土里ネット愛媛の三好幹二会長が

開会の挨拶を行い、会長県として農業農村の基

盤整備に向けた取組みとお礼が述べられた。続

いて中国四国農政局の田野井雅彦局長、愛媛県

農林水産部の石山啓二技術監、全国水土里ネッ

トの中條康朗専務理事より来賓祝辞があり、そ

の後、中国四国農政局の青山健治設計課長より平成 26 年度農業農村整備事業関連予算等の情勢報告があ

った。 

 議事では、水土里ネット愛媛の三好会長を議長に選任し、第 1 号議案「農業農村整備推進の要望につ

いて」、第 2 号議案「本年度の事業計画について」が審議され、いずれも原案通り承認された。併せて、

本提案・要望書を国会議員、財務省、農林水産省並びに中国四国農政局へ提案、要望する活動計画が決

定された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中国四国土地改良事業団体連合会協議会総会開催  

農業農村整備推進に関する提案事項 
 提案１ 改修の必要な危険なため池の整備に係る農村地域防災減災事業の拡充・創設及び 

定額補助の延長について 
 提案２ 農業水利施設保全合理化事業の継続について 
 提案３ 多面的機能支払交付金制度の法制化に伴う制度拡充について 
 提案４ 小水力等再生可能エネルギー導入の促進について 
 提案５ 土地改良区等へ電子化システムを導入する支援制度の創設について 

中国四国土地改良事業団体連合会協議会総会 
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非補助農業基盤整備資金とは、土地改良区等が国からの補助を受けないで実施する生産基盤整備事業

等に対して、日本政策金融公庫等が農家負担の軽減を目的に、土地改良区等に対し低利で融資する資金

です。 

 国の補助対象ではない事業（県単独及び市町単独補助事業）についても、融資の対象となります。 

１．かんがい排水やほ場整備などの事業を実施し、農業生産基盤の整備・保全の推進を図る場合の費用 

２．農業集落排水事業の実施において、国等の補助金以外の受益者が負担する部分、また、トイレ、浴

室、洗面所の改修費用 

３．土地改良区等が行う土地改良施設の維持管理事業に対して、揚排水機場・用排水路・フェンス等の

設置、又、土地改良区事務所の建設、事務機器等の購入などの費用 

  貸付対象者 

（１）土地改良区、土地改良区連合（事業主体になる場合に限る。）、農業協同組合、農業協同組合

連合会、農業を営む者、農業振興法人 

（２）5 割法人・団体（農業を営む者及び上記（１）の法人がその構成員又はその資本金などの過半

数を占めるか又は過半の出資等をしている法人・団体） 

（注）１．5 割法人・団体が借入者となるのは、農業集落排水施設等の農村環境基盤施設及び集落道（集落環境基盤施設）

を対象とする場合に限ります。 

    ２．団体への貸付は、構成員の全員又は一部の連帯債務として融資します。 

  融資限度額 

  複数年にわたる事業の場合、各年度とも土地改良区が当該年度に負担する額までとなっています。 

 （ただし、融資１件あたりの最低額は 50 万円となっています。） 

  金   利 

 ＊年利 1.00％（平成 26 年 5 月 23 日現在） 

＊融資時の利率が最終償還まで適用される「固定金利」です。 

 ＊借入時の金利は、金融情勢により変動します。最新の金利は、最寄りの日本政策金融公庫・農業協

同組合にお問い合わせ下さい。 

  償 還 期 間 

  最長 25 年（うち据置期間 10 年以内）の範囲で、施設の耐用年数等を考慮して決められます。 

  償 還 方 法 

  元利金等償還、元金均等償還のいずれかを選択出来ます。 

 
 
  
 
 
 
 
 

非補助農業基盤整備資金のご案内 
～土地改良施設の維持管理のために～ 
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土 地 改 良 区 の 概 要  

所 在 地 木田郡三木町大字井戸 2679 番地 1 

設立年月日等 
昭和 26 年 4 月 23 日 
香川県第 28 号 

関 係 市 町 三木町、さぬき市 

管内農地面積 185ha（田） 

組 合 員 数 436 人 

役 職 員 数 理事 16 人、監事 4 人、職員 1 人 

 
 
 

木田郡二股土地改良区は、昭和 24 年の土地改良法の

制定を受け、昭和 26 年 4 月に設立された。 

当土地改良区は、三木町の東部、井戸・神山・下高

岡と旧長尾町昭和の一部を管内に持ち、7 箇所のため

池と水路約 75 キロメートルを管理し、受益面積 185

ヘクタール、組合員 436 人で構成している。管内   

には、旧井戸村等に多くの水利組合があったが、土地

改良区の発足に伴い、二股池を中心として、新川・鴨

部川の両河川と熊田池、鍛冶池等のため池を主水源と

して一元管理を行う新たな農業用水の運用体制に移行 

した。 

二股上池・下池の二つのため池は、鹿庭東部の丘陵地にあり、二池を総称して二股池と呼ばれている。

上池・下池がある場合、下池の方が大きいのが一般的であるが、二股池は逆になっており、その原因は

上池・下池の成立にある。下池の築造は、新川の支流である五反田川の流れを堰き止めて築かれたと考

えられることから、上池より早い生駒時代の寛永 7 年(1631)と推察される。また、上池は、地元では生

駒時代に築造されたと伝えられるが、井戸地区は生駒時代に築かれた山大寺池掛だったと言われること

から、山大寺池(1627)の築造よりは後ということになり、生駒時代は怪しくなる。しかし、宝暦 5 年(1755)

に編纂された「池泉合符録」に記載されていることから、宝暦年間には上・下二つのため池が築造され

ていたことは間違いないところである。また、天保 3 年(1836)の池記録｢三木郡村々池記録帳｣では、上

池の水源は遠く郡を越え、現さぬき市長尾町前山の鴨部川に求めたことが分り、上池が下池より大きい

のは全く新しい水源に依存して嵩上げされたため池だったからである。 

また、これらのため池は、老朽化が進み、上池は国営総合農地防災

事業により平成 11 年から平成 14 年に改修を行うなど、7 箇所のため

池全ての改修工事が完了している。 

なお、余談ではあるが、鍛冶池の堤には源義経の側室であった「静

御前」のお墓があり、地元自治会がお守りしている。 

農業情勢が厳しい中、香西理事長をはじめ、土地改良区役職員が一

丸となり、農業用水の適切な配水管理はもとより、地域農業のより一

層の発展を目指し、農業水利施設の保全管理などに積極的に取り組み、地域農業の振興に努めることと

している。 

 
 
 
 
 
 
 
 

木田郡二股土地改良区（三木町）

香西茂知理事長

二 股 池 

静御前の墓 
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問い合わせ先：水土里ネット香川 企画指導課 TEL 087－822－0303 

テーマ 新発見！ぼくのわたしのふるさと 

 １．応募資格は小学生以下。クラスや学校単位での共同作品も可。 

 ２．四つ切り画用紙サイズ（38cm×54cm）以上、90cm×190cm までとし、作品の厚みは

3cm 以内とします。 

 ３．せきや水路、田んぼや棚田、ため池、そこに住む生きものたち、農業に関する古くから伝わ

る祭や風習、郷土料理、様々な農作業風景など。画材は自由です。 

 ４．グループ等でまとめて描かれる場合は、作品テーマや構図等の統一はなるべく避け、各自が

自由に選択できるよう心がけてください。 

 ５．応募作品は未発表のもので、以下の項目に該当する作品は応募できません。 

   ・他の絵画展で入賞、入選など受賞した作品 

   ・過去の入賞、入選作品（他の絵画展も含む）などを模写した作品 

 ６．応募用紙に必要事項を記入の上、作品裏の右下のスミに貼り付けて下さい。共同作品の場合

は、代表者名（学級担任等）、全員の名前も明記し、応募用紙の近くに貼り付けてください。 

   【学校や絵画教室などの団体で、一括して応募の場合】 

   作品個々に応募用紙を貼りつけるほかに、応募者一覧リスト、学校等団体名、連絡者名、連

絡先住所・電話・ＦＡＸ番号を明記した別紙を添付してください。 

 ７．応募先：〒1１４－00０１ 東京都北区東十条３－１０－３６ 図書印刷（株）１１階 

「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展事務局 

     ＴＥＬ：03－5843－9883 ＦＡＸ：03－6381－8799 

 

 全国水土里ネットと都道府県水土里ネット主催の「ふるさとの田んぼと水」子供絵画展

２０１４が今年も開催されます。たくさんの作品のご応募をお待ちしています。 

 農林水産大臣賞   文部科学大臣賞   環境大臣賞   全国水土里ネット会長賞 

 協賛企業賞   水の路賞   ふるさと水と土優秀賞（昨年度実績） 

 

   入賞・入選の発表：本人または代表者に直接お知らせします。 

  （10 月中旬を予定。ＨＰでもご案内します。 http://www.inakajin.or.jp 

   入賞作品授賞式：2014 年東京都内のギャラリーにて開催。入賞者をご招待します。 

   作品（入賞・入選・団体賞）展示 

   2014 年 11 月～2015 年 3 月の機関において展示を予定しています。 
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 全国水土里ネットでは、疏水を含む農業水利施設の役割や重要性について、広く国民の理解を醸

成するため、今年も「疏水のある風景」写真コンテストを実施します。 

 疏水が織りなす四季折々の景観や生活の様子など、身近で大切な「疏水のある風景」を奮ってご

応募ください。 

 
１．題  材 

  農業用水などを含めた農村の風景や施設とともに生きる人々、生活の様子、疏水を活用した地

域づくりなど、自由。 

 ※農業用水として水田かんがいや畑地かんがいに使用されている農業水利施設。農業水利施設と

は、頭首工、水路、パイプラインによるスプリンクラーかんがい、貯水池（ため池は除く）など

の施設をいう。 

２．応募方法 

  平成 25 年 1 月以降に撮影した未発表のもの（他のコンテストに応募していないもの）とする。

四つ切又は四つ切ワイドサイズのプリントを送付。（返却を希望する場合は、送料相当分の切手を

同封して下さい。ただし、入賞作品は返却できませんのでご了承下さい。） 

画題、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、撮影日、撮影場所住所、疏水名及び施設の名称（不

明の場合は、各都道府県の農林部局もしくは都道府県水土里ネット（土地改良事業団体連合会）

に照会して下さい。作品や疏水に対する思い等を別紙応募票に記入の上、送付してください。 

３．審査発表 

  平成 27 年 2 月に織作峰子先生を委員長とする審査委員会で審査し、全国水土里ネットのホー

ムページにおいて発表・紹介する予定です。 

４．賞 

  賞は次のとおり予定しています。なお、審査結果の通知は、入賞・入選者のみとします。 

  最優秀賞 １点  賞状 賞品 

  優秀賞  ２点  賞状 賞品 

  農村振興局長賞  １点 賞状 賞品（別途申請予定） 

  全国土地改良事業団体連合会長賞  １点 賞状 賞品 

５．留意事項 

  応募作品の返却希望の方は、送料相当分の切手を同封して下さい。ただし、入賞作品は返却で

きません。また、応募されました作品は、疏水の広報活動（写真集など）に使用することとし、

使用権は主催者（全国土地改良事業団体連合会）に帰属するものとします。 

６．送付先 

  〒１０２－００９３ 東京都千代田区平河町 2 丁目 7 番 4 号 砂防会館別館 4 階 

            全国水土里ネット（全国土地改良事業団体連合会） 

           「疏水のある風景」写真コンテスト 係 
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 香川県土地改良事業団体連合会の職員となって、1 年 3 ヶ月が過ぎました。

まだ、身につけなければならない知識・技術が多くあり、日々勉強しながら業

務に取り組んでいます。 
また、今年からは後輩職員も加わり、今まで以上に一生懸命仕事に励みたい

と思います。まだまだ未熟であり、何かとご迷惑をおかけすることとは思いま

すが、少しでも早く業務ひいては農業農村整備事業の推進に貢献できるように

頑張りますので、よろしくお願いします。 
 
 
 趣味は釣りで、休日には海やダムなどに出かけ、色々なジャンルの釣りを楽しんでいます。また、最

近では、運動不足解消の目的も含め、クロスバイクを始めました。社会人としての生活にも慣れはじめ、

今後は様々なことに挑戦し、多くの趣味を見つけたいと思います。 
 

 

この度、香川県土地改良事業団体連合会の一員になりました山本祐毅です。 

何事にも初心を忘れることなく、元気にさまざまなことを吸収し、早く一人前

の職員になりたいと考えています。また、職員としての自覚と責任を持って行

動し、皆さまから信頼される職員を目指し、一歩一歩着実に、かつ精一杯努力

していきたいと思っておりますので、ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い

します。 
 

 
趣味は、サイクリング、映画鑑賞です。休日になると自分の体力に合わせて、短距離から長距離まで

幅広くサイクリングに取り組み、四季の自然を感じ、普段通らない町などの雰囲気を楽しんでいます。 
 
 

 社会に出て 3 ヶ月が経ち、仕事の大変さや働くことの大切さを徐々に感じる

ようになりました。職場の雰囲気には慣れてきましたが、今は周りの方々に手

を貸していただきながら毎日を過ごしています。まだ分らないことが多々ある

ので、分らないことがあればどんどん聞き、早く作業手順を覚え、足を引っ張

らないようにしたいと思います。また、仕事をしていく中で、人としても成長

していきたいと思います。 
 まだまだご迷惑をお掛けすることと思いますが、これからもよろしくお願い

いたします。 
 
 
 趣味は、スポーツ全般です。小学校６年間ソフトボール、中・高６年間野球をしてきました。野球を

通して、素晴らしい仲間とも出会うことができました。今は社会人ソフトのチームに入っています。ま

た、サッカー観戦も好きです。W 杯期間になると、日本の試合は必ず見ます。友人と見るととても盛り

上がってしまいます。 

趣 味 等 

中部支所 技師 瀧端 建介 

三豊支所 技 師 山本 祐毅 

中部支所 技師補 山本 修平 

本本本 会会会 ののの 職職職 員員員 紹紹紹 介介介   

趣 味 等 

趣 味 等 
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会 と 催 し

開催月日 会  の  名  称 開催場所 

6 月 11 日 第 30 回香川用水水口祭（香川用水土地改良区） 三 豊 市 

〃 香川県集落営農・農地利活用プロジェクトチーム幹事会（第 2 回） 高 松 市 

   12 日 換地システム開発全国会議 東 京 都 

  13 日 中国四国地区多面的機能支払県土連担当者連絡会議 岡 山 市 

〃 綾川町地域農業再生協議会担い手部会 綾 川 町 

   14 日 ＴＰＰに関する説明会 高 松 市 

〃 仁池初閘抜式（綾歌郡仁池土地改良区） 丸 亀 市 

   16 日 都道府県土地改良事業団体連合会事務責任者研修会 東 京 都 

〃 香川県集落営農・農地利活用プロジェクトチーム会議（第 2 回） 高 松 市 

   22 日 主基斎田お田植えまつり 綾 川 町 

   25 日 中国四国土地改良事業団体連合会協議会総会 愛 媛 県 

   26 日 平成 26 年度土地改良管理指導担当者会議 東 京 都 

   30 日 香川県信用農業協同組合連合会第 144 回通常総会 高 松 市 

  7 月 3 日 特例老齢農林年金の一時金選択推進担当者研修会 高 松 市 

   10 日 平成 26 年度第 2 回換地システム開発全国会議 東 京 都 
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